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開催日：令和元年７月２１日（日） 

    午前８時３０分から 

場 所：八千代市役所４階正副議長応接室 

 

 

八千代市選挙管理委員会 



 

令和元年第１２回 八千代市選挙管理委員会会議録 

 

 

１ 開 会 時 刻 午前８時３０分 

２ 開 催 場 所 八千代市役所４階正・副議長応接室 

３ 出 席 委 員 

委 員 長 周 郷 文 雄  委員長職務代理者 江 口  修  

委 員 内 山  仁 委 員 廣 川  実  

４ 出 席 書 記 局 長 江 波 戸  勝   

５ 閉 会 時 間 午前８時４５分 

６ 会議の議案 

議案 

第１号 選挙人名簿から抹消することについて 

第２号 専決処分の承認を求めることについて 

   （期日前投票所の投票管理者職務代理者の解任及び選任） 

第３号 専決処分の承認を求めることについて 

   （投票所の投票管理者の解任及び選任）  

７ 公開又は 

  非公開 

公開 

８ 傍聴人数 ０名 
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発言者 発 言 要 旨 

周郷委員長 定刻となりましたので，始めさせていただきます。 

本日の出席委員は全員であります。 

定足数に達しておりますので，本日招集されました令和元年第 

１２回八千代市選挙管理委員会は成立しました。 

これより会議を開きます。 

議案の審議に先立ち会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は，八千代市選挙管理委員会規程第１０条第２項

の規定により，内山委員を指名します。 

周郷委員長 議案第１号「選挙人名簿から抹消することについて」を議題とい

たします。事務局より説明願います。 

局   長 議案第１号「選挙人名簿から抹消することについて」公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により，選挙人名簿

から抹消する者を次のとおり定める。 

令和元年７月２１日提出 

八千代市選挙管理委員会 委員長 周郷文雄 

局   長 以下，内容についてご説明いたします。 

始めに，前回の委員会で選挙人名簿から抹消すべき者及び抹消す

る日を定めておりますので，その期間である７月４日から７月２０

日までの間に抹消した者につきまして，ご報告いたします。 

公職選挙法第２８条第１号事由である死亡抹消者は７８人，同条

第２号事由である転出後４か月経過による転出抹消者は４１０人で

ありました。 

そして，本日の委員会において抹消する者は，転出抹消者３７人

であります。 

これにより，令和元年７月２１日現在の選挙人名簿登録者数は，

男８０，１４１人，女８２，５０４人，計１６２，６４５人となり

ます。 

なお，選挙人名簿登録者数から，失権による表示中の者５５人，

転出による表示中で転出先において選挙人名簿に登録されたことが

確認できた者５３６人を除いた人数に，期日前投票を行った者のう

ち選挙期日までの間に選挙権を失った者０人を加えた当日有権者数

は，男７９，８２５人，女８２，２２９人，計１６２，０５４人と

なります。 

これより，抹消者の名簿をご覧いただきますので，ご審議の程，

お願いいたします。 

周郷委員長 これより，議案第１号について質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

各 委 員 質疑なし 

周郷委員長 質疑なしと認めます。 

これより，議案第１号「選挙人名簿から抹消することについて」
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発言者 発 言 要 旨 

採決いたします。 

本案は，原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

周郷委員長 ご異議なしと認めます。 

よって，本案は原案のとおり可決されました。 

周郷委員長 本日，追加議案が２件ございます。追加議案につきましては，お

手元に配布のとおりでございます。お諮りいたします。 

議案の追加につきましては，緊急を要しますことから，八千代市

選挙管理委員会規程第７条第２項ただし書きの規定により，会議に

付議されたものとして，本日の委員会日程に追加し，審議すること

にご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

周郷委員長 ご異議なしと認めます。 

よって，委員会日程に追加し，審議いたします。 

周郷委員長 議案第２号「専決処分の承認を求めることについて」を議題とし

ます。事務局より説明願います。 

局   長 議案第２号「専決処分の承認を求めることについて」令和元年７

月２１日執行の参議院千葉県選出議員選挙及び参議院比例代表選出

議員選挙における期日前投票所の投票管理者職務代理者を解任及び

選任することについて，次のとおり専決処分したので承認を求め

る。 

令和元年７月２１日提出 

八千代市選挙管理委員会 委員長 周郷文雄 

 

期日前投票所の投票管理者職務代理者の解任及び選任について 

令和元年７月２１日執行の参議院千葉県選出議員選挙及び参議院

比例代表選出議員選挙における期日前投票所の投票管理者職務代理

者を次のとおり解任し選任する。 

令和元年７月１７日専決 

八千代市選挙管理委員会 委員長 周郷文雄 

 

議案にございます期日前投票所の投票管理者職務代理者から，や

むを得ない事情から職務を行うことができない旨の申し出がござい

ましたので，新たに選任したものです。以上，ご審議の程，お願い

いたします。 

周郷委員長 これより，議案第２号について質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

各 委 員 質疑なし 
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周郷委員長 質疑なしと認めます。 

これより，議案第２号「専決処分の承認を求めることについて」

採決いたします。 

本案は，原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

周郷委員長 ご異議なしと認めます。 

よって，本案は原案のとおり可決されました。 

周郷委員長 次に，議案第３号「専決処分の承認を求めることについて」を議

題とします。事務局より説明願います。 

局   長 議案第３号「専決処分の承認を求めることについて」令和元年７

月２１日執行の参議院千葉県選出議員選挙及び参議院比例代表選出

議員選挙における投票所の投票管理者を解任及び選任することにつ

いて，次のとおり専決処分したので承認を求める。 

令和元年７月２１日提出 

八千代市選挙管理委員会 委員長 周郷文雄 

 

投票所の投票管理者の解任及び選任について 

令和元年７月２１日執行の参議院千葉県選出議員選挙及び参議院

比例代表選出議員選挙における投票所の投票管理者を次のとおり解

任し選任する。 

令和元年７月１８日専決 

八千代市選挙管理委員会 委員長 周郷文雄 

 

議案にございます投票所の投票管理者から，やむを得ない事情か

ら職務を行うことができない旨の申し出がございましたので，新た

に選任したものです。以上，ご審議の程，お願いいたします。 

周郷委員長 これより，議案第３号について質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

各 委 員 質疑なし 

周郷委員長 質疑なしと認めます。 

これより，議案第３号「専決処分の承認を求めることについて」

採決いたします。 

本案は，原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

周郷委員長 ご異議なしと認めます。 

よって，本案は原案のとおり可決されました。 

以上で，本日会議に付議された案件の審議はすべて終了いたしまし

た。 
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これをもちまして，令和元年第１２回八千代市選挙管理委員会を閉

会いたします。 

 


